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方
の
医
療
保
険
に
、
合
算
の
対

象
と
な
る
全
期
間
中
、
継
続
し

て
加
入
し
て
い
た
方

平
成
30
年
１
月
以
降
に
、
支
給

対
象
と
見
込
ま
れ
る
方
へ
通
知
す

る
予
定
で
す
。

②
健
康
保
険
組
合
等
に
継
続
し
て

加
入
し
て
い
た
方

加
入
し
て
い
た
健
康
保
険
組
合

等
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。
申
請

時
に
は
介
護
保
険
の
「
自
己
負
担

額
証
明
書
」
が
必
要
に
な
り
ま
す

（
あ
ら
か
じ
め
高
齢
者
支
援
課
で

取
得
し
て
く
だ
さ
い
）。
詳
し
く

は
、
ご
加
入
の
健
康
保
険
組
合
等

へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

③
合
算
の
対
象
と
な
る
期
間
中
に
、

加
入
す
る
医
療
保
険
の
変
更

（
例
：
健
康
保
険
組
合
等
→
国

民
健
康
保
険
、
国
民
健
康
保
険

→
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
）
や
、

介
護
保
険
の
変
更
（
例
：
市
外

か
ら
の
転
入
）
が
あ
っ
た
方

こ
の
よ
う
な
場
合
、
市
で
は
対

象
期
間
中
の
全
て
の
自
己
負
担
額

を
把
握
で
き
ま
せ
ん
。
申
請
に
関

す
る
通
知
は
し
ま
せ
ん
の
で
、
ご

自
身
で
「
自
己
負
担
額
証
明
書
」

を
そ
ろ
え
て
い
た
だ
く
必
要
が
あ

り
ま
す
。
該
当
す
る
と
思
わ
れ
る

方
は
、
国
保
年
金
課
ま
で
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

3
申
請
先
は
？

申
請
先
は
、
平
成
29
年
７
月
31

日
（
基
準
日
）
現
在
で
加
入
し
て

い
た
医
療
保
険
（
国
民
健
康
保

険
・
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
・
健

康
保
険
組
合
等
）
で
す
。

4
今
年
度
の
申
請
に
つ
い
て

①
茂
原
市
国
民
健
康
保
険
ま
た
は

茂
原
市
在
住
で
千
葉
県
後
期
高

齢
者
医
療
制
度
の
い
ず
れ
か
一

ビ
ス
費
な
ど
で
合
算
の
対
象
に
な

ら
な
い
も
の
は
、
高
額
医
療
・
高

額
介
護
合
算
制
度
で
も
合
算
の
対

象
と
な
り
ま
せ
ん
。

高
額
医
療
・
高
額
介
護
合
算
療

養
費
制
度
と
は
、
世
帯
内
同
一
の

医
療
保
険
の
加
入
者
に
つ
い
て
、

保
険
適
用
医
療
費
と
介
護
保
険
利

用
料
の
自
己
負
担
額
を
合
算
し
、

そ
の
合
算
額
が
自
己
負
担
限
度
額

（
表
１
参
照
）
を
超
え
た
場
合
に
、

そ
の
超
え
た
金
額
を
支
給
す
る
制

度
で
す
。

1
合
算
の
対
象
と
な
る
期
間
は
？

平
成
28
年
８
月
１
日
か
ら
平
成

29
年
７
月
31
日
ま
で
の
12
カ
月
間

の
自
己
負
担
額
を
合
算
し
ま
す
。

2
合
算
の
対
象
と
な
る
自
己
負
担

額
は
？

世
帯
内
で
同
じ
医
療
保
険
に
加

入
し
て
い
る
人
全
員
の
医
療
保
険

と
介
護
保
険
の
自
己
負
担
額
を
合

算
し
ま
す
。

こ
の
と
き
、
高
額
療
養
費
、
高

額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
な
ど
の
支
給

額
は
控
除
し
ま
す
。
ま
た
、
食

費
、
居
住
費
や
特
別
療
養
環
境
室

料
（
差
額
ベ
ッ
ド
代
）
な
ど
、
高

額
療
養
費
ま
た
は
高
額
介
護
サ
ー

高
額
医
療
・
高
額
介
護
合
算

�

療
養
費
制
度
の
ご
案
内

表１　70歳以上の方がいる世帯の自己負担限度額（年間）

所得区分
後期高齢者医療＋介護保険

〔75歳以上〕
国民健康保険または健康保険組合等

＋介護保険
〔70歳～74歳の方がいる世帯〕

現役並み所得者 67万円 67万円
一　般 56万円 56万円
区分Ⅱ 31万円 31万円
区分Ⅰ 19万円 19万円

国民健康保険、後期高齢者医療制度の被保険者の所得区分は以下のとおりです。
◦現役並み所得者…住民税課税所得145万円以上の被保険者がいる世帯
◦一　般…「現役並み所得者」「区分Ⅱ」「区分Ⅰ」以外の世帯　　◦区分Ⅱ…住民税非課税の世帯のうち区分Ⅰ以外の世帯
◦区分Ⅰ…住民税非課税の世帯で、その世帯全員の各所得が必要経費・控除（年金の所得は控除額を80万円として計算）

を差し引いたとき0円となる世帯

70歳未満の方がいる世帯の自己負担限度額（年間）

　　所得区分
国民健康保険または健康保険組合等＋介護保険

〔70歳未満の方がいる世帯〕
上位所得世帯（ア） 212万円
上位所得世帯（イ） 141万円
一　　　　般（ウ） 67万円
一　　　　般（エ） 60万円
住民税非課税（オ） 34万円

国民健康保険の被保険者の所得区分は以下のとおりです。
（ア）所得（注１）の世帯合計が901万円を超える世帯　（イ）所得の世帯合計が600万円を超え901万円以下の世帯
（ウ）所得の世帯合計が210万円を超え600万円以下の世帯　（エ）所得の世帯合計が210万円以下の世帯
（オ）住民税非課税世帯� （注１）各種所得金額の合計から基礎控除の33万円を差し引いた金額のこと

◆支給額の計算例
　73歳夫と72歳妻（ともに国民健康保険）２人暮らし、住民税非課税世帯（区分Ⅱ）の場合
　　73歳夫の自己負担額：医療保険の自己負担額20万円、介護保険の自己負担額　０円
　　72歳妻の自己負担額：医療保険の自己負担額　０円、介護保険の自己負担額20万円
　　世帯の自己負担合計額（40万円）－自己負担限度額（31万円）＝支給額（９万円）

世帯の自己負担合計額　40万円

73歳夫（医療保険の自己負担額）　年間20万円 72歳妻（介護保険の自己負担額）　年間20万円

自己負担限度額：31万円 支給額：９万円


